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議案第１２０号 和解について ［原案可決］
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午前１１時２７分 開会

○安達委員長 民生教育委員会を開会いたします。

先ほどの本会議で当委員会に付託されました議案１件について審査いたします。

こども総本部所管の議案第１２０号、和解についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 そうしますと議案第１２０号、和解についてに関して御説明いた

します。

通知をお開きください。令和６年米子市議会１２月定例会追加議案資料４１ページ、議

案第１２０号和解についてでございますが、これはこども相談課の職員の公務中の交通事

故によるもので、本市に過失はなく相手方の過失割合を１０割とし、市自動車の損害に係

る損害賠償金の支払いを相手方に求めることについて和解をしようとするものです。

説明は以上でございます。
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○安達委員長 当局の説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○安達委員長 質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。ございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○安達委員長 討論を終結いたします。

これより、採決いたします。

議案第１２０号、和解について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○安達委員長 御異議なしと認めます。

よって、本件については、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

民生教育委員会を閉会いたします。

午前１１時２９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。
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